
 

公   示 

 

水路業務法（昭和 25 年法律第 102 号）第８条に基づき次のとおり公示する。 

 

令和５年７月１０日 

 

 

第十一管区海上保安本部長（公印省略） 

 

１． 水路測量を実施する者の名称及び住所 

    第十一管区海上保安本部 

    那覇市港町２丁目 11 番１号 

２． 水路測量を実施する区域及び期間 

    金武中城港金武湾（付図に示すとおり） 

令和５年７月１４日から 

    令和６年３月２９日までのうち３１日間 

３． 水路測量の実施方法 

   ＧＮＳＳによる船位決定と音響測深機による測深。 

４． 航行船舶に対する安全措置 

１）  測量船は水路業務法第１７条に基づく水路業務法施行規則第６条で

定められた「白紅白」のえん尾旗を揚げる。 
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２）  第十一管区海上保安本部ホームページ上に掲載する。 

     https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN11/kouji/kouji11kan.html 

 

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN11/kouji/kouji11kan.html


付図 

 


